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「〈みずほ信託銀行〉の事業承継信託」の取扱開始について 

 

 

  

みずほ信託銀行株式会社（取締役社長：中野 武夫）は、2015 年 3 月 27 日より、

企業オーナーさまから後継者さまへの円滑な事業承継をサポートする「〈みずほ信託

銀行〉の事業承継信託（遺言代用タイプ）」と「〈みずほ信託銀行〉の事業承継信託  

（生前贈与タイプ）」の取り扱いを開始いたします。 

 

「〈みずほ信託銀行〉の事業承継信託（遺言代用タイプ）」は、企業オーナーさま  

に、ご自身を受益者として自社株を信託していただくと同時に、企業オーナーさまに 

相続が発生した場合の受益者（第 2受益者）に後継者さまを指定していただくことに

より、相続発生時の自社株の円滑な承継をサポートします。 

 

「〈みずほ信託銀行〉の事業承継信託（生前贈与タイプ）」は、企業オーナーさまに

議決権を残したまま、後継者さまを受益者として自社株を信託していただくことで、

企業オーナーさまのご意向に沿った自社株の生前贈与をサポートします。 

 

みずほ信託銀行は、今後も信託機能を活用した商品・サービスを通じて、財産の   

管理・運用・承継に関する幅広いニーズにお応えしてまいります。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．〈みずほ信託銀行〉の事業承継信託（遺言代用タイプ）のしくみ 

 

 
 

[商品概要] 
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２．〈みずほ信託銀行〉の事業承継信託（生前贈与タイプ）のしくみ 

 
 
[商品概要] 

 
 
 


